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●竹島の無主先占をめぐる論理破綻

孫：秋月先生、鄭先生、お忙しい中、本日のこの
対談に応じてくださり、ありがとうございます。
今日は東アジアの領土問題ということで、お二人
のご意見が聞ければ、と思います。ご存じのよう
に、現在、日韓間、日中間とも、領土問題が大き
くクローズアップされています。この問題は、国
際法や、近現代の東アジア地域の歴史、更にメ
ディアの報道のあり方など、いろいろな側面が絡
んでいるかと思います。これら諸々のことを含め
て、秋月先生、また鄭先生に教えていただきたい
と思います。
　まず、竹島や尖閣をめぐる対立の様相全体につ
いてお聞きしたいんです。申すまでもなく、両問
題とも近年になってから始まったことではなく、
少なくとも４、50年前から起きているんですが、
残念ながら、この２、３年で非常に熱くなってい
ます。領土問題をめぐる日韓間、日中間の現在の
状況を秋月先生はどのように思っていらっしゃる
のか、ご意見を聞かせていただければと思いま
す。
秋月：この問題に対する私の関心の中心は、中華

システムのもとにおける彊
きょういき

域・領域が、国際法的
にはどうなってきたのかという点にあります。こ
の領土問題は、中華的な世界における支配領域、
あるいは領域観というものが、国際法の受容にと
もなってどのように置き換わっていったのかが始
まりだと思うんです。日本側の「尖閣諸島の領
有」、あるいは「竹島の領有」は、まさに国際法
的な領有権の確立ということです。同時に、そこ
で問題になるのは、国際法的な領有権の確立が、
帝国主義の時代の、いわば「早い者勝ち」によっ
てなされているという点です。つまり、「国際法
的領有」を先に宣言した者が、国際法的領有権を
確立できるという帝国主義的な論理であった。
今、日本が「領土・領有の問題は国際法に基づい
て解決すべきだ」と言っているのは、帝国主義的
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な膨張政策を容認する、あるいはそれを正当化す
るという論理でもあるんです。だから、まさに歴
史観の問題であり、歴史認識の問題なんです。そ
ういう日本の帝国主義的膨張政策を、当時の国際
法に合致してたから日本に理があるとみなすの
か、あるいは、21世紀の我々はそれをきちんと見
直していくべきとするのか、このような問題だと
も言えるわけです。
　竹島についていうと、1905年の２月に日本は島
根県に編入することで竹島の領有を国際法的に宣
言したとするわけです。島根県編入の根拠という
のは、当時リャンコ島と呼んでいた竹島が無主で
ある、つまり、どこの国にも属してなかったから
ということです。どこにも属さない島だから、日
本が島根県に編入するということをやったわけで
す。
　廃藩置県のときにこの島がどこかの県に属した
わけではない。今、日本政府は、江戸時代から領
有権を確立したと言っているけども、だったら当
然、幕藩体制が近代的な主権国家へと変わる初期
の段階で領土として組み込まれていたはずです。
尖閣諸島は琉球処分との絡みがあるので、そう単
純には言えないですけど、竹島はそうではありま
せん。だったら、幕藩体制のもとでの領有権確立
はそもそも疑わしいということになります。
　実際、明治政府になってから、1870年の朝鮮国
交際始末内探書では、竹島・松島（この時の「竹
島」は鬱

うつりょうとう

陵島、「松島」が現在の「竹島（独島）」で、
その後名称が入れ替わる）は朝鮮に附属としてい
るし、77年に出した太政官指令にははっきりと
「竹島外一嶋之義本邦関係無之義ト可相心得事」と
書いてあるわけです。この「竹島」は鬱

うつりょうとう

陵島で、
「外一嶋」が附属図からみても現在の竹島です。
つまり、明治政府は、竹島は日本の領土ではない
ということを明確に言っている。だからこそ、
1905年の島根県編入というのは、無主の島を日本
が領有権を先に主張したという根拠にもなるわけ

です。
　ところが、1990年代に入っていろいろな人たち
が領土・領有権問題に絡んできた。明治政府は混
乱していたとか、島の名前がいろいろあって正し
く認識できなかったということを言い出します。
正しく認識できなかったとすれば、それは日本の
外交の失敗ですし、「間違いだった」と言うこと
は歴史的論証の議論ではあっても、領有権主張の
根拠にはならない。こうした話が拡散しているこ
とも非常に大きな問題なんですね。
　間違いだったと言うけど、地図まであるんです
よ。大きな島が鬱

うつりょうとう

陵島で、下の島が「外一嶋」。
これは明らかに今の竹島でしょう。もともと
鬱
うつりょうとう

陵島が「竹島」で、今の竹島は「松島」だった。
松と竹です。つまりこの二つの島はこの海を活動
の舞台とする日本列島側の人びとにとっては一つ
のセットなんです。だから、今の竹島は「外一嶋」
なんですよ。
　さらに、この海で活動していた人びとは、明治
に入ってからそれまであった「松島」とか「磯竹
島」とかという名前じゃなくて、フランスが付け
たリャンクール岩礁という呼称に由来する「リャ
ンコ島」という名前を使っていました。つまり自
分たちの固有のはずの名称が使われていなかっ
たってことなんです。
　日本政府は、もともとは無主先占であるという
ことで論理を組み立てていたわけです。一方、韓
国側が反論してきたのは、この島が「無主」で
あったという日本の主張の部分に対してで、朝鮮
の歴代王朝の関与の事実を証明しようとしてきた
んです。例えば、世宗実録地理志とか、高麗史に
はこんなふうに記事があるということです。これ
に対して、日本の外務省の川上健三さんが1966年
に『竹島の歴史地理学的研究』を出しているんで
すが、ここでのポイントは、日本が領有していた
ということの証明ではなく、朝鮮の領有意識がこ
の島までは及んでいなかったことを様々な角度か
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ら論証しようとしたものです。それが、1960年代、
70年代の日韓の論争における双方の基本スタンス
なんです。
　ところが、1987年に堀和生さんが、「1905年日
本の竹島領土編入」（『朝鮮史研究会論文集』
No.27 1987）で、「日露戦争の時に、日本が軍事
的な目的で無主先占で島根県に帰属させるという
形で領有権を獲得した」と論じたのですが、なぜ
か慌てて外務省が動き出した。その時に、私も外
務省から声を掛けられたんだけど、この論文自体
は無主先占なのだからそこに反証の余地はない。
要するに、1905年の島根県編入手続きの歴史評価
の問題なんです。日露戦争と絡んで軍事的目的で
島根県に編入したということに反証しても日本の
領土であるということを証明することにはならな
い。そんな研究をしたって外務省のお役には立ち
ませんよということでお断りしました。
　その後気付いたら、いつの間にか外務省を含
め、日本の「領土問題専門家」を自認する人びと
が、無主の証明ではなく、日本領であったことの
証明に走り出してしまっていたということです。
江戸時代の地図を持ってきて、日本の地図に書か
れているから日本の領土だというような「証明」
になった。その段階から、韓国の領有権の主張、
つまり、朝鮮王朝時代に朝鮮の統治者の支配意識

が及んでいたという証明と、それに反論する形で
幕藩体制下からすでに日本のものだったとする主
張のぶつかり合いに変質してしまったわけです。
これが、1990年代に入ってからの竹島の領有権問
題がアカデミックな世界から離れた妙な論争に移
行し、「自分のもの」という感情を刺激して国民
の「領土」感情を煽るものになってしまった経緯
です。
　結局、1990年代以降の日本の竹島領有主張は論
理矛盾なんです。しかしそのことに気付かないぐ
らい、中華システムと国際法の違いとか近代化と
いうものについての理解が進んでいないというこ
とでもあるんです。
　それともう一つ、2000年以降、日本社会で、第
２次世界大戦の敗戦で様々な意味で日本が被害者
になったという思い込みが強まっています。それ
は拉致問題などでの流れと相まって、日本は加害
者ではなく被害を被っている側なんだ。領土問題
においても被害を被っているんだと。竹島はその
例であり、尖閣諸島もそうである。東京裁判も、
現行憲法もそういう被害の中に位置付けられ、靖
国参拝や従軍慰安婦問題で日本が批判されるのも
日本が負けたからであって・・・というふうにずっ
とその論理がすべてを覆い尽くす。そうすると、
そうした感情の中では、先ほど言ったような、無
主であることの証明などをやる余地はなくなっ
て、とにかく日本のものであると言い張る。江戸
時代からずっと日本のものだったとひたすら主張
することになるわけです。
　竹島の領土に関しては、李承晩ラインの時に韓
国側が竹島を取り込んでしまったとか、日韓国交
正常化交渉の時に日本側が最後まで主張しなかっ
たからだとかいろんな「被害」を強調します。で
も、根本は無主先占なんですよ。外務省を含めて、
そのことをほとんど理解できなくなってしまって
いる。そこが、一番問題なんだろうという気がす
るんです。

秋月氏
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孫：竹島については、鄭先生のご意見も聞けたら、
と思います。
鄭：今のお話は、そもそも日露戦争当時の領有の
論理は無主地先占なのに、ある時期から固有の領
土論に移行し始めて、今に至っては固有の領土論
が自明視されるようになったというご指摘だった
と思います。そもそも帝国主義の論理としての
「無主地先占」だったわけですが、戦後の、とり
わけ近年の日本政府はその一貫性すら維持しない
ことから、何重にも議論がおかしくなっている。
　この問題を議論する時には、問題を２つのレベ
ルに分けて扱わなければいけないと思うんです。
固有の領土論自体がいつ出てきたのかという問
題、つまり戦後日本の「竹島」問題に関する主張
の変遷と、より本質的な問題としては、1905年の
閣議決定や島根県による編入そのものをどうみる
のかという、無主地先占自体の評価です。
　まず、大前提として秋月先生がおっしゃられた
ポイントが共有されていない。そもそも日本政府
の公式見解と、日本人研究者を含めた研究の一定
程度の常識というものがずれている。そこがなぜ

生じたのか。日本政府は戦後すぐ1950年代から固
有の領土論を言っていたのでしょうか？
秋月：基本的には、川上健三さんの『竹島の歴史
地理学的研究』のポイントは、前近代に日本が領
有していたことよりも、朝鮮王朝の領有統治権が
及んでいなかったということの証明にあると言え
ます。
鄭：固有の領土論まで踏み込んでいなかったとい
うことですか？
秋月：踏み込んでなかったんじゃないですか。要
するに、明治の初めから日本政府自ら、鬱

うつりょうとう

陵島は
当然のことながら、竹島も日本の版図外であると
言っているわけですよね。前近代からの固有論を
展開しようとすると、明治政府内部に様々な混乱
があって間違えたと言い訳をせざるを得ないぐら
いの資料が残っているわけです。そうでないと江
戸時代に領有権が確立していたという見解に齟齬
を来すわけです。それにも関わらず、ネット上の
書き込みだとか、政府のホームページや様々な媒
体を使った宣伝によって固有論が注入されていま
す。だから、領土問題とは何かを考える姿勢がな
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くなってますね。そこが一番大きなところだと思
います。
孫：領土問題、特に竹島問題に関しては素人なの
で、秋月先生の話をもう一度確認したい。無主先
占という議論をしている段階でしたら、ある意味
で、まだ学術的に冷静な議論ができるんですが、
1990年代以降、日本国の固有の領土として、もっ
ぱらそれを証明するのは、信念というか信仰のよ
うになっています。そこまでいったら、もう冷静
な議論ができなくなる。竹島問題をめぐる日本側
の議論全体の流れとして、そういうところがある
んだと考えればよろしいんですか？
秋月：一つは、日本が東アジアの中で圧倒的に一
番だった時から、バブル崩壊後ずっと凋落傾向が
続いてきて、精神的余裕がなくなるにつれて、自
分たちに有利か不利かを問わず知的好奇心をおお
いに発揮して考えるという傾向が、後退してし
まったという感じがします。例えば、この中井養
三郎の資料なんか非常に面白いわけですよ。中井
養三郎が、竹島の島根県編入のきっかけになる貸
し下げ申請に関わったんだけど、彼は朝鮮、すな
わち大韓帝国の領土だと思っているわけですよ。
彼はそこでずっとアシカを捕っていた人間だか
ら、現地の情報も熟知していたんですが、竹島は
朝鮮領だと。だから、韓国政府に頼んで自分に
様々な経済的権益を与えてもらおうとした。そし
たら、日本側の水産局長・牧朴眞がちょっと待て
と。韓国じゃないかもしれないぞと言い出して、
海軍の水路部長・肝付兼行に尋ねたら、無所属
じゃないかと言い出した。それだったら、日本の
領土に編入しようということで、外務省の山座円
二郎のところで議論して、それじゃあっていうん
で島根県に入れることになったとあるわけです
よ。中井はよく事情や経緯を知らなかったとか、
誤解があったとか言って、この資料は信憑性がな
いとか書いている人もいます。実はこれは、日本
の固有領土主張を否定するものであろうとどうで

あろうと、当時の日本の近代化のプロセスの中
で、自分たちの国の周縁部をどういうふうに考え
ていたかを示す非常に面白い史料の一つなんです
がね。
孫：本来は、歴史研究における研究者の論争とし
て非常に面白いんですよね。
秋月：この史料を否定するんだったら、当時の牧
水産局長とか肝付水路部長とか山座政務局長とい
うのが、どういう立場で何を考えていたのかを考
察する必要があります。だけど、現実には、誤解
があったとか、これは間違いであったとか、史料
批判にもならない史料の否定の仕方をする。そん
なことがあたかも領土「研究」であるかのごとく
扱われていること自体が、やはり問題だと思いま
す。
鄭：1905年と90年代までの間で、もう一つ、日本
の敗戦からサンフランシスコ講和条約発効までの
問題があります。大日本帝国を解体し東アジアに
新しい秩序をつくるという課題があった時期に、
この独島問題がどう処理されたのかは重要です。
1905年が入り口だとすれば、これは出口の問題で
す。その点はいかがですか。
秋月：そのあたりは難しいですね。堀和生論文で
は、日露戦争の時に竹島のロケーションが軍事的
に重要なので、日本側で押さえる必要があるとい
う海軍の思惑があったんだと考えているんです
が、それは必ずしも十分な資料的な裏付けのある
論証というわけじゃないと思います。ただ、状況
的にはそうかもしれないと思います。1905年とい
う段階で日本側が竹島を島根県に編入したのは、
中井養三郎の申し出を利用して海軍がロシア艦隊
の監視所として確保するためにあのポイントをほ
しかったんだということですね。
鄭：それで、サンフランシスコ条約では日本から
分離する領土に「竹島」が明記されなかったわけ
ですか。
秋月：そこのところはよく分かりません。竹島は
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島というより単なる岩礁ですよね。岩礁まで言及
する必要があるかどうかとも思いますが。基本的
に中華システムのもとでは、島というのは人が住
めるところが徳化の対象です。徳が及ぶのは人間
に対してですからね。住民がいないにも関わら
ず、そこが自分たちの領域であるという認識がで
きてくるのは、中華システムから国際法的な領有
概念を受容して新たな領土概念が入ってくる段階
からの話です。
　例えば、朝鮮でいうと南海岸の多島海の小さな
島で人が住んでない島はあるけど、それは自分た
ちが暮らす領域の中に入っています。だけど、東
海岸で人が住んでいた鬱陵島のさらに先というこ
とになると、多分、支配者の統治とか支配の観念
は及んでなかったのではないかと。つまりそこは
住民が定住するところではないから。従って、無
主だったというのは当たってたと思うんです。フ
ランスは名前を付けたが占有しているわけでもな
い。ロシアもイギリスもアメリカも出てきてない
し、日本も手を付けてない。朝鮮のものでもな
かった。だから無主なんだという形ですからね。
鄭：日本政府の無主地先占の主張に対して、韓国
では大韓帝国期に無主じゃなかったんだというい
ろんな研究があるわけですが、それ自体も十分に
は論証できていないというご意見でしょうか。
秋月：日本側には経済活動の記録が残っていま
す。アシカを捕りに行ったとか。朝鮮側には史料
批判なしに使える直接的な史料はあまり残ってな
いと言っていいでしょう。江戸時代の元禄年間の
時の記録があって、安龍福が日本側に連れてこら
れた時の公的な記録が残ってはいるけれども、こ
の史料の位置付けというのはかなり難しいところ
なんです。今の韓国の研究は、多分に国民国家的
発想で結論を導きだそうとする傾向が見られま
す。つまり、前近代の王朝政治の統治者がどう領
有を意識してきたかということではなくて、人び
とがどのように自分たちの国の広がりを考えてい

たかという議論になっていたりするんです。安龍
福という人物が、「ここが我が朝鮮の領土である」
と17世紀末に言ったとしても、国民国家ではない
わけだし、朝鮮王朝の領有証明にはならない。日
本側では、現在の竹島（当時は「松島」）へアシ
カを捕りに行っていた人がいるとか、大谷家とか
村川家へ渡海免許を出したりして、経済活動を
やっているんです。経済活動をやっていたことは
事実なんですが、幕府はそれを幕藩体制の中に組
み入れてないわけです。だから、冒頭言ったよう
に、廃藩置県の時にこの島はこぼれ落ちるわけで
す。そして1905年に島根県に編入した。
　結局、今の日本政府の主張ではこれと矛盾して
しまっているので、1905年の編入は「再確認」と
いう言葉を使わざるを得ないわけです。しかし、
なぜ1905年に再確認する必要があったのかについ
ては、何も説明されていません。どういうプロセ
スの中で再確認が行われたかというのが説明され
ていない以上、「再確認」というのは言い逃れに
すぎないわけです。

●日本の対外意識が後退した

孫：先ほど秋月先生がおっしゃられた、2000年以
降、日本社会では第２次世界大戦の敗戦で日本が
被害者になったという思い込みが強まってきたと
いう点に関連してお聞きしたいんです。100年単
位で日韓関係を見る場合、1945年まで朝鮮半島が
日本の植民地にされていたのは明らかな事実で
す。その辺は日本社会全体ではあんまり考えなく
ていいんですかね。
秋月：領土問題とは直接関係するものではないで
すが、日本社会における韓国・朝鮮の位置付けを
押さえておく必要があります。戦後の日本では、
60年代70年代まで基本的には朝鮮・韓国は「分か
りません」と反応する対象だったわけです。そこ
にも在日朝鮮・韓国人に対する無関心と差別の根
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源の一つがあったわけです。それが1980年ぐらい
から徐々に、「韓国のことを知らなければ」とい
うようになってきて、それが1990年代になると
「ある程度分かってきた」、北朝鮮はまだまだ分か
らないけど、韓国についてはだいぶ分かってきた
んだと。それが2000年代に入って、韓流とかそれ
への反発の嫌韓流といって盛り上がるうちに、あ
たかも韓国のことは分かるんだ、あるいは分かっ
たという気になったんじゃないでしょうか。だか
ら、領土問題についての知識が増えた、背景が理
解できたというわけではないのに、「なんで韓国
はあんな無体なことを言うんだ」というようなこ
とを言う人が日本社会に増えてきた。それは、韓
国が「無体なこと」を突然言うようになったん
じゃなくて、「韓国とかってよく分かりません」
と言ってきた日本社会が、ここ10年ぐらいで「韓
国は分かった」と変わった。そこが変わったんで
す。北朝鮮についても、以前は分からなかったん
だけど、今は分かっていると言う。拉致に核開発
とミサイル。それで、北朝鮮が分かっていると言
い張るわけですよ。どんなものを食べて、どう楽
しんだり喜んだり悲しんでいるのか、そんなこと
は何にも分からないのに北朝鮮のことは分かって

いると言う。
　同時に、日本の領土問題というものについて、
日本の近代化と、幕藩体制が終わったあと日本の
国土とか領域はどうなってきたのかということ
を、きちんと一般向けにも提示してこなかった
我々研究者の責任も大きいと思うんです。この両
方が相まって、韓国のことはもう分かった、韓国
が領土問題でしつこく言い張るのなら、日本もそ
れに対抗して自分たちのものだと言い張るんだと
いうパターンが定着しつつあるのでしょう。
　だから、難しくなったというのは、日韓関係ば
かりじゃなく、対外意識が自己肯定的になった日
本社会そのものの問題でもあると思います。これ
は中国に対しても同じだと思うんです。まだ文化
大革命の時には「中国のことはさっぱり分かりま
せん」と言っていたのが、鄧小平の改革開放あた
りから分かってきた気になり始めたんじゃないで
すかね。「中国はこうだ」と決めつけるようになっ
てきて、そして「中国はこうなのに、なんで日本
に対して・・・」というような反発が出てくるよ
うになった。だから、日本の近隣諸国に対する意
識の変化、領土意識とか対外観だとか、「反日」
の捉え方というものがすごく大きく変ってきたと
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思うんです。
孫：尖閣の問題もそうでしょうけど、竹島問題は
今、秋月先生が強調されたように、この10年ぐら
いの日本社会全体の対外認識、意識の有り様が非
常に変わってきていることとも関係しています
ね。
　このように、領土問題は日韓に限らず、日中、
あるいはフォークランド紛争をめぐるイギリスと
アルゼンチンの関係にも見られるように、どうし
ても歴史や戦争と絡まって、すぐにデリケートな
国民感情の問題になってしまいますよね。そこ
で、もう一つお聞きしたい点があります。このよ
うな領土をめぐる国家間、国家レベルの関係を改
善するため、民間あるいは地方自治体レベルが
もっと仲良くして、それが最終的に国家間の関係
改善に持っていこうという考え方があろうかと思
います。ところが、竹島をめぐっては、島根県が
「竹島の日」を制定したりして、そのようなセレ
モニーに日本政府が誰かを派遣したとか、そう
いったニュースをメディアが報道したりする。こ
ういった動きは当然、韓国側の政府も民間も刺激
するんですよね。最近、領土問題をめぐって、東
アジアの三国間は、国も、地方自治体も、更に民
間もこぞって、相手の国民感情を刺激するような
ことをやっている気がします。その辺について秋
月先生はどう思いますか？
秋月：そもそも、韓国社会で独島（竹島）の領有
権問題が広く知れ渡ったのは、1982年の日本の教
科書をめぐる問題がきっかけです。この時に
「ドットヌン　ウリッタン（独島は我が地）」とい
うロック調の曲が大ヒットして、韓国社会全体に
この問題の存在が認識されるようになります。一
つには、朴正煕政権の独裁が終わり、植民地時代
を知らない世代が社会の中核になって、改めて日
本との関係を考えたときに、独島（竹島）をめぐ
る領土問題がクローズアップされてきた。それに
対して、同じ時期の日本ではまったくこの日韓間

の領土問題には無関心だったわけです。日本政府
は戦後一貫して竹島は日本の領土であるというこ
とで、１年に１回、海上保安庁の巡視船を出して、
韓国側が主張する領海内に侵入させて、お互いに
抗議とそれに対する反論の外交文書をやりとりす
ることで日韓間に領土問題が存在するってことを
確認し続けてきていたわけです。韓国社会ではそ
れまで関心が持たれなかった領土問題が82年に
ぐっと関心が高まった。それに対して、日本社会
では「韓国にあげちゃえばいいじゃん」「そんな
島はいらないよ」って言う人たちが少なからずい
たわけですよ。そんな時代があったことすら、今
はもうみんな忘れたふりをしていますが。だから
こそ、1996年あたりから「竹島は日本のものだ」
と言うようにしむける島根県や保守系政治人、右
派系グループ主導の国民運動が仕掛けられてきた
んです。その盛り上げ方がよかったというより
は、その当時の時流―先ほども指摘した拉致問題
とか、日本の敗戦による被害者というイメージの
捏造のプロセス―に乗って、国民運動の渦に巻き
込まれてしまった。結局、「竹島なんか韓国にやっ
ちゃえばいいじゃない」なんてことは口が裂けて
も言えない雰囲気のところまできましたよね。し
ばらく前までは、「共同で管理するとか、共同で
開発するとかできないですかね」ということを言
う学生もちらほらいましたが、今はもうそれすら
ほとんど聞こえてこないですね。
鄭：これは推測ですけども、固有の領土論が破綻
しているのは、さすがに日本政府も分かっている
のではないでしょうか。それなのになぜこだわる
のかということを考えると、先ほど秋月先生が
おっしゃられたように、1905年の無主地先占とい
うところを突き詰めると、当然その直後の第２次
日韓協約による保護国化や「韓国併合」へと議論
が連鎖していきます。つまり植民地支配責任の問
題になる。そこを避けるために、日本政府は破綻
していると分かりながら、とにかく江戸時代とか
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その前の時代の話をして、これが植民地支配責任
の問題にならないようにしているんじゃないかな
という気がするんですけども。
秋月：今指摘されたように、1905年の竹島の島根
県編入という領有の有効性について問題があった
となると、保護条約と言われる1905年の第２次日
韓協約も、それから併合条約も当然問題となって
くるわけですよね。だからそれを避けたいという
潜在的な意識は非常に強くあることは事実だと思
うんですけど。ただ、そこまで戦略的に考えてい
るとは思えませんが。

●中華的世界の広がりと国際法的な領有権

孫：竹島問題を中心に話を進めてきましたが、時
間の関係で、少し尖閣の方に移りたいと思いま
す。
　先ほども言ったように、竹島問題同様、尖閣問
題も歴史的な側面と国際法、国民感情が複雑に絡
まっています。こちらの方はいつから日中間また
日台間の国際問題になったのかについて、これは
また細かい議論が可能なわけですが、遅くとも
1970年代初期、日中国交正常化ちょっと前ぐらい
には、既に大きな外交問題になったと思います。
その後、1978年、日中平和友好条約締結に当たっ
て、またちょっとした話題になったんですよね。
それ以降、この三十数年間、日中間の人的、物的
な交流が飛躍的に行われて、両国の絆が非常に強
くなってきたと思ったんですが、２、３年前の東
京都知事・石原さんの尖閣を買う発言、その前の
尖閣の海域における海上保安庁の巡視船と中国漁
船の衝突で、現在、両国間は衝突が起きてもおか
しくないぐらい関係が悪化しています。ほとんど
誰もが今の事態を予想しなかったのではないで
しょうか。東アジア地域の平和を考えると、竹島
以上に尖閣の方がもっと危機的状況にあるように
思いますが、その辺について秋月先生のご意見を

お聞かせいただきたいんです。
秋月：尖閣諸島についても竹島と同じパターン
で、琉球王国が琉球処分という形で日本に組み込
まれることでその国際法的な帰属がどうなったか
という問題ですよね。竹島が日露戦争の戦時中に
日本の領有宣言がなされたように、尖閣諸島も日
清戦争の最中に日本の領土に組み込まれていきま
す。つまり戦争と領有宣言とがセットになってい
るという意味で、やっぱり単純に再確認だとか、
あるいは国際法に則った領有宣言ということはで
きないことは言うまでもないでしょう。その歴史
認識、あるいは歴史の評価をどう考えるのかとい
うのは、今日の我々に課せられた課題だと思うん
ですけど、中国や韓国に負けじと「日本のものだ」
と声を張り上げるだけで、歴史を振り返ろうとい
う声が広がるような状況にはないというところが
問題です。
　ちょっと話はズレるんですが、冒頭にちょっと
触れた「中華」という概念があります。今の一般
的な中国＝中華論というのはかなり間違ったもの
です。中華システムとして機能する中華というの
は、人体に例えればツムジみたいなものなんで
す。ツムジというのは、その周りに髪の毛があっ
て初めて実在するわけです。つまり毛がなくなっ
たらツムジはなくなるわけです。中華システムが
どういうものかというと、周りに髪の毛がずっと
生えていて、それが数百年という単位で一つの秩
序として機能してきたものです。単にツムジが強
く大きくて威張っていて、周りがそれに従属・追
従するだけのものだったらシステムとしては機能
しないんです。東アジアに国際法秩序が入ってく
るまで、それがシステムとして機能していたとい
うことは、ツムジの周りの髪の毛、つまり、朝鮮、
琉球、ベトナム、チベットなど周縁国の方も強い
矜持と目的意識を持っていたとみるべきです。と
ころが今の中国は、もうそういう形ではないよう
です。自分がツムジだと言い張っているだけで、
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周りに髪の毛がない。だから自分で植毛するか、
無理矢理髪の毛を持ってきてツムジに見えるよう
にするしかない。それはまさに、戦前の日本が大
東亜共栄圏でやろうとしていたことと同じ。だか
ら今の中国はその意味で「中華」ではなくなって
いるのだが、それが分かっていない危険な状況に
あると思います。
　一方、日本もそれが分かってないことは同じで
す。だから「韓国はまた中国の属国に云々」なん
ていうのが週刊誌なんかにも書かれる。そして、
中国は旧態依然として自分たちが偉いと思ってい
る国だということで、中国に対して非妥協的で対
抗的な強硬姿勢をとるべきだとなりがちです。最
近の日本は近隣諸国からサポートを得られてない
し、むしろこれまで多少は日本を立ててくれてい
た国が離れていっている状況です。だから、日本
はいまだに経済大国でしかない「小中華」であり、
それと「小中華」になってしまった中国との間の
せめぎ合いみたいな形になっているので、今、孫
さんが言ったように非常に危険なんです。領土・
領有権の問題だけじゃないような気がします。今
の東アジア情勢というのは、前近代のシステムに
ついての無理解の中で、自分こそがツムジなんだ
と言い張る国同士の対立の構図になっているの
で、非常に危険であるという感じがしますね。
孫：東アジアがそういう状況であるならば非常に
残念。そうならないように何ができるのか。領有
権紛争については、ご存知のように、尖閣だけで
はなく、最近、南シナ海の問題もあって、中国は
ベトナムやフィリピンとの関係もうまくいってい
ない。ただ、少なくとも尖閣については、中国政
府は自国の領土だと言いながら、日本との間に
「紛争がある」とも言っています。すぐに解決で
きないから、40年前の日中国交正常化の時から、
日中間でこの問題を「棚上げ」にしたと言ってい
ます。今後もすぐには解決できそうもないんです
から、私もしばらくは「棚上げ」は一つの処理の

仕方ではないかと思います。これは竹島について
も言えることではないかと思いますが。
　従って、強く尖閣の領有、支配を求めるより、
現在の中国側の本音は「棚上げ」ということでは
ないかと思いますが、この問題について秋月先生
はどのように考えていらっしゃるんですか。
秋月：国際法的には「棚上げ」は難しいでしょう
ね。中華システム的には「棚上げ」はありなんで
しょうけど。国際法的境界が線１本でぽんと切ら
れてしまうのに対して、中華的な世界というのは
理念的にはずっと広がっているわけなんです。新
彊だって、チベットだって、香港・マカオはもと
より、ベトナム、沖縄、朝鮮、それに沿海州だっ
て「天下」という一つのくくりの中にある。ただ、
その広がりを持った「天下」は国際法的秩序の下
では、国境という線で区切られることになった。
チベットや新彊は内に入っているから、これは絶
対に手放してはいけない。チベットや新疆ウイグ
ルで国際法的な圧力がかかればかかるほど中国が
頑なになるのはこれが一因です。中華世界の天下
というくくりでいえば、国際法的な線（国境）に
関しては棚上げでもいいやという発想はあり得る
とは思うんですがね。
孫：今のお話は、大変興味深いです。私の今まで
の理解では、近代的な国民国家は「線引き」を強
調したがる。だから、ここまでは「こちら」、こ
こからは「そちら」と。残念なことに、厳密な線
引きをすればするほど、お互いに譲り合うことが
できないと紛争も起きたりする。中華的な「天下」
でよく言われるのは、「フロンティア」はあるけ
ど、明確な国境線がないんだと。私は今まで棚上
げというのは、近現代国際法や国際政治の下で、
現実的な外交的処理を考える中では一つの合理的
な処置だと理解したんですけど、今の秋月先生の
話によれば、実はそれほど近代的じゃない。むし
ろある種の中華的な発想だということになります
ね。
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秋月：だから逆に言うと、日本とか、韓国、朝鮮、
ベトナムは、その辺のにおいを感じると絶対に棚
上げできなくなるんじゃないですかね。今の安倍
政権だけではなく、日本では「ここに線を引くべ
し」という国際法に基づくとされる処理が歓迎さ
れるわけでしょう。早い者勝ちでしかないにも関
わらず。「法による線引きであって、力による変
更は認めない」とか言うことがすごくウケるわけ
ですよ。そういうウケを狙ってやっている限り
は、ここを曖昧なまま残しましょうなんていう前
近代の中華システム的なやり方は、「力による変
更」以上に許しがたいということにならざるを得
ないと思うんですよね。
孫：その辺は、尖閣と、最近の中国・ベトナム間、
あるいは中国・フィリピン間とちょっと似ている
んですよね。フィリピンはすでに国際的な裁判所
に訴えている。ベトナムも場合によっては検討す
るかもしれませんと。まさに国際法的な論議を使
うわけですよね。中国の方はどちらかというと、
一応国際法的には自分のものだと言いながら、す
ぐ解決できないなら棚上げと考えている。
　棚上げは近現代的思考なのか、それとも伝統的
な中華的なものなのかはさておき、とにかく、現
実性が帯びてきている今日の紛争を回避するとい
う意味で、棚上げはやはり有用性があると思うん

ですが、秋月先生はどう思いますか？
秋月：最近の日本政府は紛争を回避するつもりは
なくなってきているんじゃないですか？　政権維
持という観点からだけでなく、日本社会の今の流
れの一部にも、紛争を恐れていたから日本は「敗
戦の被害」を広げてしまったんだというのがあり
ますから。
孫：争いを恐れてきたからこうなってきたんだと。
鄭：という偽歴史がつくられた。
秋月：それに乗せられてしまった中で舵を切ると
いうのはかなり難しいとも思うんです。冷戦の時
代には紛争の回避は義務だったし、人びとに希望
をもたらすものだった。しかし、90年以降、紛争
の回避はいわば弱腰であり、自己主張をもっと
もっと前面に出していかないと「立ち直れない」
「再生できない」という方向に誘導されちゃった
ということですね。
孫：日本社会全体でそういう雰囲気が非常に強く
なっていますね。今年（2014年）は日清戦争120
周年。中国では60年が一つのサイクルなので、今
年は二つのサイクルがまわってきた節目の年にな
る。最近、中国の方で日清戦争に対する報道が増
え、日清戦争に負けた非常に屈辱的な年であると
語られている雰囲気です。このように、お互いに
紛争、衝突を回避しようとしなくなってきたよう
な感じがします。秋月先生、鄭先生とも歴史研究
の専門家として、今のこのような状況をどのよう
に思いますか？
鄭：ちょっと戻ってしまいますが、先ほどの中華
システム的な領域間というところで、現在の中国
の指導者は、そういうことを前提には動いてない
のではないですか。現代の外交の論理で動くわけ
で。ぼやっと朝鮮まで自分たちのものだと思って
いるといえるのでしょうか。
秋月：思っているんじゃないですかね。潜在意識
的には自分たちと同じ天下世界に含まれるんだと。
鄭：ただ、そこで言われている領域というのは、

右が鄭氏、左が孫氏
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領土ではもちろんないですよね。
秋月：国際法的な領土ではないです。チベットは、
国境線がチベットを中国に取り込む形で描かれた
のだが、琉球は外に出された。それでも、中国の
指導者にとっては依然として琉球は天下世界のも
とにあると。その天下世界から日本は外れている
というのは、これまた中国の伝統的な考え方だと
思うんですよね。
鄭：歴史的にそういった発想があったということ
は分かるのですが、伝統的に琉球は中華圏の中に
ある、だから尖閣の次は沖縄を中国は領有しよう
としているという、ドミノ理論みたいな議論とは
違うわけですよね。
秋月：中国は近代に入ってから天下世界をずっと
削られてきているわけですよ。だから、沖縄をと
るためにじゃなくて、あそこは削られたところで
ある。つまり、中国にしてみると、守備的・防御
的な考え方に立っているんだと思っている。だか
ら逆に非常に攻撃的になれるのかもしれません。
鄭：「尖閣」の場合は領有権の紛争があるのでそ
うですけど、琉球についてはどうでしょうか。
秋月：琉球を国際法的な領土にするつもりはない
でしょう。それは朝鮮についても同じです。ただ
朝鮮半島で何かことが起こったときに、北朝鮮に
対してどう出るかはかなり微妙だと思いますよ。
鄭：そこの微妙なところを、「尖閣」の問題のと
きだと実体化して極右は語ると思うんですよね。
つまり、近代の言葉で名付けづらいようなテリト
リーの意識というか、そういったものが発想のど
こかにあるという問題と、対外行動として沖縄を
狙っているという話はまったく別の話ですよね。
そこが、先ほどの中国中華論というのはでたらめ
であるという指摘と関わると思うんですけど、自
分たちが知っている中国はこういうもので、伝統
的に中華というのはこういうもので、だから今、
中国は沖縄を狙っているんだという短絡思考が生
まれてくるわけですよね。だからそこの政権担当

者たちの文化的背景というか、発想の中にそう
いった片鱗が残っているという話と、そこを乱暴
に結びつける理論というのが、この中にもあるん
ではないかと。
秋月：中国には中国の潜在的な世界観があるわけ
でしょう。日本だって前近代からの世界観があ
る。だけど、それをそのまま外交政策に反映させ
るわけではない。潜在的に我々はどうしても前近
代から逃れられない運命にあるわけですよね。国
際法に移行したからといって、すべてが国際法に
則ってやれるわけじゃない。天皇制と国際法とが
両輪となって近代以降の日本はまわってきたわけ
です。だから、国際法を受容したと言いつつ、天
皇が出てきた場合には国際法と異なった論理が動
く余地があると思うんです。当然、東アジアの
国々すべてがそうです。中国の指導者が社会主義
と国際法の世界観だけで動いているかというと、
そうではないからこそ、チベットとか新疆ウイグ
ルの弾圧が思わぬ方向に爆発的に出てきたりする
んじゃないでしょうか。

●ネットとマスメディアがつくる情報幻想

孫：今、秋月先生の話を聞いていますと、竹島、
尖閣、さらにチベットとか、最近の中国とベトナ
ムの関係など、東アジアにおいて、それぞれの国
が伝統から近代にどのように移行していくのか、
どこまで近代に切り換えられるのか、そこが分
かっているようで実はよく分かっていないという
ことを感じました。今後、そこをもっと勉強しな
きゃいけないな、との思いが一層強くなりまし
た。
　領土問題自体の話は興味が尽きないですが、領
土問題の伝え方、具体的に申し上げますと、例え
ば、大学教育の場で、またメディアの報道の仕方
についてご意見を聞かせていただきたいと思いま
す。先ほど、メディアの話が出ましたが、領土問
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題はすぐ国民感情に直結するような問題ですか
ら、メディアは少しでも冷静に伝えることができ
れば、日中関係も日韓関係ももうちょっと今のよ
うに悪くならなくて済んだのではないかという気
持ちがあります。最近、テレビの司会者やそこに
出ているコメンテーター、評論家など、全然専門
家ではない方が領土問題にコメントしている。本
来、こういう問題は研究者が冷静に語ることが必
要なのに、テレビでは評論家たちが非常に感情的
な言葉を発したりする。週刊誌になるともっとひ
どい。これは日本に限らず、韓国、中国も含めて、
メディアの報道の仕方というかメディアのあり方
について、ぜひ秋月先生の意見を聞かせてくださ
い。
秋月：メディアとインターネットが極めて重要な
ポイントだと思いますね。うちの大学で学内ネッ
トワークができあがるのが1995年ぐらいです。ま
だ初歩的な段階のネットですが。韓国は、1998年
に金大中大統領が政策としてブロードバンドを全
国的に普及させます。つまり、1990年代の後半く
らいから韓国で、2000年に入ってから日本でもイ
ンターネットの普及で様々な動きが出てくる。ブ
ログだとかツイッターは、もっと後です。日本で
は、2000年代の前半くらいまでは、ネット上に文
章を書くにしたって、論理的で常識の範囲内でも
のを書くというような意識はまだ残っていた。そ
れがブログだとかツイッターが使われだし、Mixi
や Facebookといった SNSが広く使われるように
なると、急激に軽くて感性的な書き込みが激増し
ます。非常に刺激的で断定的な書き込みが増え、
アクセス数や反応が多いことに喜びを感じる。そ
うなるとより強い刺激を競う書き込みになってく
る。つまり、1990年代以前にはタブー視されてい
たこと、人権の問題だとか、差別の問題とかで理
性的に抑制されてきたもののたがが外れて、人び
との関心を引きつけ自己満足を得ようとして、今
のヘイトスピーチにつながる罵詈雑言が増えてき

たんだと思います。
　その後、刺激を競うネット上の動きに対して、
それまで批判的で相手にしなかったマスメディア
の方が、今度はどんどんそれに乗っかっていくわ
けです。マスメディアの方が、ネット上で氾濫し
ている罵詈雑言に対抗して刺激的なものを発信し
ていかざるを得なくなっている。そういう中で領
土問題も、ネットでの拡散とメディアへの影響と
いったものと連動しながら偏った方向に向かって
います。客観的にそういう状況を認識すべきだと
しか言えないのは残念ですが。
孫：今、秋月先生がおっしゃるように、この数年、
あるいはこの10年間でネットという新しいメディ
アが発達し、それがどんどん加熱し、結果的には、
新聞やテレビといった従来のメディアも加熱させ
られたということだと思います。その結果、領土
問題も含めて、従軍慰安婦問題などいろいろな問
題を冷静に語ることが非常に難しくなってきてい
る。このような状況に直面して、どうすればよい
のか。最後に残っている、まだ冷静に語られるの
は、大学教育という場かなと思いたいんです。こ
れはまさに我々自身の問題になってくるんだと思
います。こういう時代の中、私たちがどのように
教育を担えばよいのか、秋月先生にお聞きしたい
んです。例えば、先生自身は毎年校外実習として
学生を韓国に連れて行かれている。今の時代こ
そ、このような「顔の見える」学生交流、民間交
流が重要な意味を持つのだと思います。こういっ
たことも含めて、一研究者として、一教育者とし
てのあり方について、お話を聞かせてください。
秋月：今やアカデミックな論証などという一見ま
どろっこしく見えるものよりも短時間ですぱっと
分かった気にさせてくれるものが求められている
んですよね。研究者が書くものは細かい論証に終
始していてあまり面白くない。領土問題だって、
相当の時間と手間をかけて説明しなきゃいけな
い。自分の考えを学生に講義し、さらに世の中に
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提示するということになれば、さらなる努力も必
要です。これを読めばすべてが分かるみたいな安
直な本ではだめですし。
　ネット社会と言われる今日、韓国、朝鮮、それ
に中国についてもネットで検索すれば何でもでて
きてすべてが分かるんだと思っている人びとに対
して、史料に基づくファクトとその意味するとこ
ろを理解してもらえるように提示するというのは
非常に大きな課題だと思っています。
孫：この10年間のネットメディアの発達がもたら
した利便性を我々は感じている。他方、それに
よって領土問題をはじめいろいろな問題を語りに
くくなった。鄭先生も歴史研究の専門家として、
日頃、教育研究の中でどのように感じていらっ
しゃいますか。
鄭：まずメディアと領土問題というと、やっぱり
最大の問題は政府見解を逸れた異論が出てこなく
なっていることだと思います。象徴的だと思った
のは、先日の『東京新聞』にありましたが、集団
的自衛権の問題に関連して、社民党の福島瑞穂さ
んが「尖閣とか竹島問題は個別的自衛権で対応で
きるんだから、集団的自衛権の話を中国脅威論と
絡めて出してくるのはまやかしである」と「反論」
したことです。非常に危ういことを言っている。
「竹島」、「尖閣」は個別的自衛権の範囲内である、
つまり当然に日本の領土であることを前提にして
いるのです。領土問題が存在しているのに、そう
いう言い方を野党側が言ってしまうことで、どん
どん議論の軸が右に右にずれていく。確かに集団
的自衛権の解釈改憲がおかしいというのは自明だ
と思いますが、その中で「個別的自衛権で十分で
はないか」という主張が現れて自衛隊の違憲性は
もはや論点から排除される。そして自衛の対象と
なる領土についての認識が、非常に一面的な方向
にいってしまう。ネットメディアの問題よりも、
私は既存のメディアや野党、旧革新勢力も含めて
右に議論の軸がいっていることが深刻だと思いま

した。
　大学の問題としては、広島大でこないだあった
慰安婦問題に関するドキュメンタリーに対する学
生からの投書を産経新聞が取り上げてバッシング
するという現象には、危機を感じました。今まで
は、主たる標的は高校、特に公立の高校でしたが、
それが大学にも波及してきた。しかも最初の入り
口は在日朝鮮人の教員が、政府見解と違うことを
言っているという叩き方をする。特に広島大の場
合は韓国政府の代弁者のように語っているという
レトリックを使うわけです。そういう中で大学の
教育が攻撃に晒されるという状況が生まれてい
て、私たちが何を批判し、発信していくのかが試
されていると思います。
孫：鄭先生が今触れた広島大の話を聞きながら、
思い出したことがあります。1950年代、アメリカ
社会ではマッカーシズム、赤狩りが行われた。
1940年代の第２次大戦中に中国共産党に理解の
あったいわゆる良識派のアメリカの方が、残念な
がら後にああいう形で迫害を受けた。今度は広島
大の方であった。本来大学というのは国籍を問わ
ずに高等教育を行うところなのに、特定の国籍の
研究者がターゲットにされるのは非常に残念で
す。日本では2020年にオリンピックが開かれるの
で、この国は開かれた国でなきゃならないはず。
なのに、今は「日本版のマッカーシズム」のよう
な、時代錯誤のことをやっているのではないかと
思います。ぜひそういう社会にならないように願
いたいし、そのためにも自分はがんばらなきゃい
けないと思います。
　今日は、領土問題について、歴史認識や国際法、
更にメディアや教育のあり方など、多岐にわたる
話になりましたが、東アジアの領土問題を考える
場合、アメリカというファクターはやはり無視で
きないだろうと思います。講和、冷戦、更に続く
冷戦後の70年間、アメリカは尖閣、竹島、北方領
土問題の発生、展開において、どんな役割を果た
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してきたのか、これもきちんと押さえる必要があ
ると思います。今日は時間の関係でこれについて
は省きますが、今後、更に勉強会やシンポジウム
を企画し、この問題について認識を深めていきた
いと思います。長時間、ありがとうございました。
秋月：ありがとうございました。
鄭：ありがとうございました。


